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急速に進展している超少子高齢型人口減少社会において、松本市では、将来の都市像を

「健康寿命延伸都市・松本」と掲げ、２０年先、３０年先を見据えた政策を展開してまいり

ました。特に子どもや若者については、その成長を後押しするため、平成２５（２０１３）

年４月に「松本市子どもの権利に関する条例」を施行し、子どもに関わるすべてのおとなが

連携、協働して「すべての子どもにやさしいまちづくり」を推進することを明らかにしまし

た。そして平成２７（２０１５）年には「松本市子どもにやさしいまちづくり推進計画（第

１次計画）」を策定し、総合的、継続的に子どもの権利保障に努めてまいりました。 

 第１次計画策定から５年が経過し、子どもの権利についての市民の理解は少しずつ深ま

り、子どもたちが地域で活躍する場が増えたり、子育て支援の充実など成果は上がってきて

います。一方、当時の課題であった超少子高齢型人口減少社会や高度情報化社会がさらに進

展したことに加え、子どもの貧困、虐待、いじめ、外国にルーツを持つ児童の増加、生き方

の多様さ、メディア機器による子どもの心身への影響など、新たな課題もクローズアップさ

れてきました。 

第２次計画では、第１次計画の基本理念、基本目標を継承したうえで、子どもをとりまく

課題の多様化について意識し、さらに若者期へのつながりを支えられるよう、施策の方向を

拡充した新たな計画としました。 

この計画を推進することで、子どものいのちと健康が守られ、子どもが健やかに成長して

いけるまち、子どもが地域への愛情を育み、市全体に笑顔あふれるまち、すなわち「すべて

の子どもにやさしいまち」をこれまで以上に推進していきたいと考えております。 

結びに、計画策定にあたり、ご審議いただいた松本市子どもにやさしいまちづくり委員会

の皆様をはじめ、子どもの権利に関するアンケートにご協力いただいた子どもや保護者の皆

様、パブリックコメントでご意見をお寄せくださった皆様、そして第１次計画の推進にあた

りご尽力賜りました市民の皆様に厚くお礼を申しあげます。 

 

令和２（２０２０）年３月  

 

 すべての子どもにやさしいまちづくりに向けて 

松本市長  菅谷 昭 
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